
 

 

 

 

「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（案）について 

 

リサイクル清掃課 

 

１ 「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）の区民意見提出手

続（パブリック・コメント）結果 

（１）閲覧期間 

   令和７年12月16日（火）から令和８年１月15日（木）まで 

（２）閲覧場所 

   区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、図書館、地区図書館、

清掃事務所、リサイクル清掃課、区ホームページ 

（３）意見提出者数 

   ７名 

（４）意見総数 

   12件 

（５）素案に対する区民の意見と区の考え方について 

   【資料１】のとおり 

 

２ 素案からの主な変更点について 

  【資料２】のとおり 

 

３ 「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（案）及び概要版 

  【資料３】、【資料４】のとおり 

審議会資料４



「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）に対する区民の意見と区の考え方について

No 計画（素案）の該当箇所 意見要旨 取扱い 区の考え方

1 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

拠点回収など、資源の回収に協力した際に、区内通貨（ポイント）の付与を行うなどして、
より自発的な資源回収を促すシステムを検討してほしい。 △

拠点回収の方法については、引き続き、より区民がリサイクルに参加しやすい環境づくり
について進めてまいります。いただいたご意見については、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきつつ、今後も、資源回収の推進に取り組んでまいります。

2 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

拠点回収をより身近な場所に拡大してほしい。 △

拠点回収の拡大については、より回収量が多く見込まれる場所について、関係事業者と
連携を進めつつ検討してまいります。具体的な場所については、個別の検討事項となり
ますので、いただいたご意見については、意見・要望としてお聴きし今後の参考とさせて
いただきつつ、今後も、資源回収の推進が図れるよう、区民がリサイクルに参加しやす
い環境づくりを進めてまいります。

3 その他 園芸土をごみとして収集することを検討してほしい。 △
土については、処理施設での故障の原因となるため、区では収集することができませ
ん。そのため本計画に位置付ける予定はございませんが、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきます。今後も、廃棄物の適正処理について周知や関係機関と
の連携を進めてまいります。

4 第７章基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

リチウムイオンバッテリーなどの小型充電式電池の回収について、回収方法を確立する
とともに、その回収方法についてより積極的に周知をしてほしい。 ◎

小型充電式電池については、区内の回収協力店に設置している「小型充電式電池リサ
イクルBOX」での回収を実施しているほか、その回収が難しい場合には、透明・半透明
の袋に入れて「燃やさないごみ」へお出しいただくよう案内をしています。回収方法につ
いては、引き続き積極的な周知に努めてまいります。いただいたご意見を踏まえ、計画
に位置付けたうえで、適正な取組を進めてまいります。

5 第７章基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

資源とごみを分別するルールについて、もっとわかりやすく周知してほしい。ものによっ
ては分別するために手間のかかるものがある。 ○

ごみの分別ルールについては、ホームページや毎年配布している「資源とごみの収集カ
レンダー」などによって、周知を図っています。個別のことで分別にお悩みの際は、清掃
事務所までお問い合わせください。

◎：計画（案）に意見を反映する。　　　〇：計画（素案）に盛り込まれている。　　　△：意見・要望としてお聞きし、今後の参考にする。
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6 第７章基本方針Ⅲの１の⑵
収集・運搬サービスの充実

プラマークの日の回収日を週２回にして、資源とごみの分別を促進してほしい。 △
資源とごみの収集回数については、これまでの収集（回収）の実績値とそれに対する費
用などを総合的に考慮し、決定しています。いただいたご意見については、意見・要望と
してお聴きし今後の参考とさせていただきつつ、今後も収集ルートの最適化、車両の配
置の見直しなどにより、効率化を図ってまいります。

7 第７章基本方針Ⅰの１の⑷
経済的手法によるごみ減量の推進

家庭ごみの有料化の検討に当たっては、アンケート調査を実施するなど、広く区民から
の意見を募ってほしい。 △

家庭ごみの有料化については、都・23区の議論の行方を注視しつつ、有料化の実施に
当たってのアンケート調査といった具体的な方法等を含めて、総合的に検証・検討をして
まいります。

8 第７章基本方針Ⅰの２の⑴
ごみの発生抑制に向けた普及啓発

都が策定している「都庁プラスチック削減方針」と同様の葛飾区のプラスチック削減方針
を作成してほしい。 △

区内最大規模の事業者である本区は、「ゼロエミッションかつしか」や「葛飾区SDGｓ推進
計画」を念頭に、庁舎やその他の区施設から発生するごみと資源の適正排出や３Rに全
庁的に取り組み、積極的なプラスチックの削減、ごみ減量を進めているところです。改め
て、本区独自のプラスチックの削減方針を策定することについては、必要性等を考慮し、
現在の取組状況を踏まえたうえで検討してまいります。

9 第７章基本方針Ⅱの１の⑴
徹底的なプラスチックの資源循環

プラスチックの分別をすることは、回収したプラスチックを資源化するに当たって費用が
かかることや、プラスチックをごみとして焼却して発生した熱エネルギー源として利用でき
るという観点から、不必要なことだと思うので、プラスチックも燃やすごみでいいと思う。

△
プラスチックの分別については、持続可能な資源循環型地域社会の形成を目指す本計
画において、重要な役割を果たしています。分別を行うことで、リサイクルが進むととも
に、最終処分量を抑制することが可能です。環境への負荷を低減するためにも、引き続
き資源とごみの分別にご協力いただけますようお願い申し上げます。

10 第７章基本方針Ⅱの１の⑶の③
区による資源回収の推進

ごみとして出さないために、拠点回収の対象となる品目の拡大や拠点の数を拡大するな
ど、拠点回収の利便性を向上させてほしい。 △

拠点回収の拡大については、関係事業者と連携を進めつつ検討してまいります。具体的
な品目や拠点数ついては、個別の検討事項となりますので、意見・要望としてお聴きし今
後の参考とさせていただきます。今後も、資源回収の推進が図れるよう、区民がリサイク
ルに参加しやすい環境づくりについて進めてまいります。

11 第７章基本方針Ⅲの１の⑵
収集・運搬サービスの充実

スプレー缶などの混入を防ぐためにも、燃やさないごみの収集頻度を増やしてほしい。 △
資源とごみの収集回数については、これまでの収集（回収）の実績値とそれに対する費
用などを総合的に考慮し、決定しています。いただいたご意見については、意見・要望と
してお聴きし今後の参考とさせていただきつつ、今後も収集ルートの最適化、車両の配
置の見直しなどにより、効率化を図ってまいります。

12 第７章基本方針Ⅰの１の⑷
経済的手法によるごみ減量の推進

家庭ごみを有料化するのであれば、深夜・早朝の収集を実施するなどして、利便性向上
およびカラス対策にも努めてほしいと思います。 △

家庭ごみの有料化については、都・23区の議論の行方を注視しつつ、具体的な実施方
法等を含めて、総合的に検証・検討をしていきます。したがって、意見・要望としてお聴き
し今後の参考とさせていただきます。今後も区民の利便性に配慮しつつ、収集サービス
の質の向上を図ってまいります。
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「葛飾区一般廃棄物処理基本計画（第４次）」改定版（素案）からの主な変更点について

No 項目等 素案（変更前） 案（変更後）

1 第３章の２
葛飾区の現状

図‐２ 図‐２
平成25年度の実績を追記

2 第３章の５
 区の資源回収量と資源回収率

資源回収量は全体として横ばいまたは微減で、平成27年度26,360tから令和６年度23,410tと
なっています。 行政回収は令和２年度以降増加し令和３年度には２万tを超え、近年も高水準
を維持しています。一方、集団回収は 平成27年度の約8,700tをピークに減少し、令和６年度に
 は4,500t台まで半減しました。また、資源回収率は令和元年度まで減少傾向が続きましたが、
令和２年度以降24％近くまで上昇しています。
 
図-５　区の資源回収量と資源回収率の推移の注釈
※資源 化率＝資源量／（区収集量合計＋資源量）

資源回収量は全体として横ばいまたは微減で、平成27年度の26,360tから、令和６年度では23,410t
となっています。区回収は令和２年度以降増加し、令和３年度には２万tを超え、近年も高水準を維
持しています。一方、集団回収は平成27年度の8,695tをピークに減少し、令和６年度には4,598tと
なり、５割近く減少しました。また、資源回収率は令和元年度まで減少傾向が続きましたが、令和２
年度以降24％近くまで上昇しています。
 
図-５　区の資源回収量と資源回収率の推移の注釈
※資源回収率＝資源量／（区収集量合計＋資源量）

3 第３章の７
 ごみ処理事業に要する経費

図-16　葛飾区の清掃事業経費の推移 図-16　葛飾区の清掃事業経費の推移
令和５年度の東京23区のごみ処理単価を追記、年間の区民一人当たりの経費を明記

4 第４章１の⑵
事業系ごみの課題

現状は目標値を 下回っていますが、景気や人流の変動で増加に転じる可能性もあるため、動
向の丁寧なモニタリングと、業種別の助言・伴走支援、食品廃棄・容器包装の発生抑制策の継
続・強化が求められます。

現状は目標値を達成していますが、景気や人流の変動で増加に転じる可能性もあるため、動向の
丁寧なモニタリングと、業種別の助言・伴走支援、食品廃棄・容器包装の発生抑制策の継続・強化が
求められます。
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5 第４章２の⑶
プラスチックの資源化の課題

しかし、燃やすごみの中には、なお 製品プラスチックや複合素材が混入しており、適正な分別
を妨げる要因となっています。
　令和元年度と令和６年度を比較したデータでは、家庭系燃やすごみに占める 廃プラスチック
の割合が10.8％から12.5％へ増加（＋1.7ポイント）、事業系では17.2％から6.5％へ減少（−10.7
ポイント）しています。
　それにより、プラスチック焼却量は年間約12,512tから約10,460tへと削減され、ＣＯ₂排出量
ベースでは年間約34,533t-CO₂から28,871t-CO₂へ、5,662t-CO₂の削減効果が確認されていま
す。（表-１）
　このことから、 プラスチックごみの資源回収・適正分別は、単なるごみ減量や循環利用の観
点にとどまらず、脱炭素・気候変動対策の視点からも重要な施策であることが分かります。
　資源化率の さらなる向上と、燃やすごみに残ってしまうプラスチックの削減は、ＣＯ₂排出抑制
という観点でも喫緊の課題です。
　今後は、 分別対象外プラ（製品プラや汚れ付き複合素材など）を減らす回収体制の整備と、
住民の誤排出を防ぐ分別誘導策を「ごみ減量＋ＣＯ₂削減」という観点でも強化していく必要が
あります。

しかし、燃やすごみの中には、なおプラスチックや複合素材が混入しており、適正な分別を妨げる要
因となっています。
令和元年度と令和６年度を比較したデータでは、家庭系燃やすごみに占めるプラスチック類の割合
が10.8％から12.5％へ増加（＋1.7ポイント）、事業系では17.2％から6.5％へ減少（−10.7ポイント）して
います。
　それにより、プラスチック焼却量は年間約12,512tから約10,460tへと削減され、ＣＯ₂排出量ベースで
は年間約34,533t-CO₂から28,871t-CO₂へ、5,662t-CO₂の削減効果が確認されています。（表-１）
　このことから、プラスチックの資源回収・適正分別は、単なるごみ減量や循環利用の観点にとどまら
ず、脱炭素・気候変動対策の視点からも重要な施策であることが分かります。
　資源化率の更なる向上と、燃やすごみに残ってしまうプラスチックの削減は、ＣＯ₂排出抑制という
観点でも喫緊の課題です。
今後は、分別対象外のプラスチック（複合素材のものや汚れのとれないプラスチックなど）を減らす
回収体制の整備と、住民の誤排出を防ぐ分別誘導策を「ごみ減量＋ＣＯ₂削減」という観点でも強化し
ていく必要があります。

6 第４章３の⑴
収集体制の課題

　近年、地域コミュニティの縮小や多様化するライフスタイルの影響を受け、集積所の管理や排
出マナーに関する課題が顕在化しています。
　さらに、使用済み注射針や 小型充電式電池、スプレー缶など危険物の混入事例が見られ、と
りわけ 小型充電式電池の混入が、清掃車や清掃工場の発火・火災を招いており、深刻な課題
です。適正な排出方法の周知徹底と分別の徹底を一層進めます。

　近年、地域コミュニティの縮小や多様化するライフスタイルの影響を受け、集積所の管理や排出マ
ナーに関する課題が顕在化しています。
　さらに、使用済み注射針やリチウム蓄電池、スプレー缶など危険物の混入事例が見られ、とりわけ
リチウム蓄電池等の混入が、清掃車や清掃工場の発火・火災を招いており、深刻な課題です。適正
な排出方法の周知徹底と分別の徹底を一層進めます。

7
第７章

基本方針Ⅰの２の⑴②
事業者への啓発活動

（前略）
加えて、近年、民泊施設の増加に伴い、事業者責任の明確化や排出マナーの徹底が課題と
なっています。 条例制定の動向も注視しつつ、事業者が適正に処理できるよう周知していきま
 す。

（前略）
加えて、近年、民泊施設の増加に伴い、事業者責任の明確化や排出マナーの徹底が課題となって
います。引き続き、事業者が適正に処理できるよう周知・指導していきます。

8
第７章

基本方針Ⅱの１の⑴⑤
ボトルtoボトルの推進

環境負荷の低減に向け、 プラスチックを循環利用する（水平リサイクル）ため、民間事業者との
協働により、環境学習やパネル展示等による啓発を実施し、引き続きボトルtoボトルを推進し
ます。

環境負荷の低減に向け、ペットボトルを循環利用する（水平リサイクル）ため、民間事業者との協働
により、環境学習やパネル展示等による啓発を実施し、引き続きボトルtoボトルを推進します。

9
第７章

基本方針Ⅲの２の⑴
ごみの適正排出に向けた取組

①　誰もが適正に排出できる環境整備
　ごみと資源の分別や出し方については、「資源とごみの収集カレンダー」や広報紙等による情
報提供に努めるとともに、分別や排出マナーが不適切な集積所では、個別の排出指導等を通
じて、適正排出の徹底に取り組んできました。 また、高齢者や障害のある方など、ごみ出しが
 困難な方々への支援や、外国人向けの多言語表示への対応など、誰もが分かりやすく排出
 できる環境づくりを進めています。
　今後は、体温計や乾電池、蛍光管など水銀を含む廃棄物について、水銀に関する水俣条約
や関連法令に基づいた適正な処理を引き続き徹底するとともに、危険性・有害性のある廃棄物
の適正処理についても、製品の製造・販売を行った事業者の役割に関する制度の周知や関係
機関との連携を進めます。

①　誰もが適正に排出できる環境整備
　ごみと資源の分別や出し方については、「資源とごみの収集カレンダー」や広報紙等による情報提
供に努めるとともに、分別や排出マナーが不適切な集積所では、個別の排出指導等を通じて、適正
排出の徹底に取り組んできました。また、高齢者や障害のある方など、ごみ出しが困難な方々への
支援も実施しつつ、特に増加している外国人に対しては、ホームページや「資源とごみの正しい分
け方・出し方」において多言語表示を行い、ごみの分別について広く周知しています。このような取
り組みを通じて、引き続き誰もが分かりやすく排出できる環境づくりを推進していきます。
　今後は、体温計や乾電池、蛍光管など水銀を含む廃棄物について、水銀に関する水俣条約や関
連法令に基づいた適正な処理を引き続き徹底するとともに、危険性・有害性のある廃棄物の適正処
理についても、製品の製造・販売を行った事業者の役割に関する制度の周知や関係機関との連携を
進めます。中でも、リチウム蓄電池等については、収集などの際に全国的な発火事故が発生してい
ることから、不適切なごみ区分への混入を防ぐために、適正な排出方法について引き続き周知を進
めていきます。

・誤字脱字の修正
・表記のゆれ、用語等の統一
・図表及びその解釈等について、わかりやすくするための修正
・概要版について、計画本編と同様の修正

　その他　全体を通して
　（共通）
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